
 
 

 

 

 

 

寒川町個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

平成 30 年 3 月 22 日 

 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

寒川町規則第 6 号 

 

寒川町個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 

寒川町個人情報保護条例施行規則(平成 11 年寒川町規則第 28 号)の一部を次のよう

に改正する。 

第 1 号様式中「個人番号」を「個人識別符号」に、 

「 

思想、信条等の 

個人情報の取扱い 

□有□思想、信条及び宗教 

□人種及び民族 

□犯罪歴 

□その他基本的人権を損なう 

おそれのある事項 

□無 

                            」 

「 

要配慮個人情報 
の取扱い 

□有 □思想、信条及び宗教 
□人種及び民族 
□社会的身分 
□病歴 
□犯罪の経歴 
□犯罪により害を被った事実 

 □政令で定める記述等 
□無 

                            」 

「 

□有 
□無 

オンライン結合
に よ る 提 供 

□有(審議会意見        ) 
□無 

                                」 

 

を 

に、 

を 



 
 

「 

□有 
□無 

オンライン結合
に よ る 提 供 

□有(□審議会意見 /□ただし書第 号該当) 
□無 

                                」 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成 30 年 6 月 1 日から施行する。 

に 


